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高槻市 循環型社会形成推進地域計画

高 槻 市

平成２１年１月１９日（当初）

平成２４年１月 ４日（変更）

１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項

（１）対象地域

構成市町村名 高槻市

面 積 １０５．３１ｋｍ2（別添資料１）

人 口 ３５９，１０４人（平成２０年９月末現在）

３５７，７６９人（平成２３年９月末現在）

（２）計画期間

本計画は、平成２１年４月１日から平成２７年３月３１日までの６年間を計画期間

とする。なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計

画を見直すものとする。

（３）基本的な方向

高槻市は、大阪府の北東部に位置し、北は北摂山地に連なる山並みと丘陵、南は山

間から流れ出る芥川・桧尾川などによって形成された平野が広がり、琵琶湖から大阪

湾に流れる淀川が市域の南の境になっている。大阪・京都のベッドタウンとして昭和

４０～５０年代に人口が急増し、平成１５年４月には中核市に移行した。

高槻市では、平成１５年１月に「市民・事業者・行政が協働し、地球環境にやさし

いエコシティ高槻の実現」を基本理念とする高槻市一般廃棄物処理基本計画を策定し

た。計画策定後に、ごみ排出量は減少し、中間目標年度である平成１９年度は、基準

年度とした平成１３年度よりも約１２パーセント減少した。

今後は、平成１９年度に策定した「高槻市一般廃棄物処理基本計画（改定）」に基づ

き、市民・事業者・行政の協働体制をさらに強化してごみ減量化を推進する。

事業系ごみについては、市内から排出されるごみ量全体の約４９パーセントにあた

ることから、減量指導事業所の対象範囲を拡大するなどごみ減量への取組みを強化す

る。

家庭系ごみについては、平成１９年度に行ったごみ質調査の結果と前回平成１３年

度に行った調査結果において、家庭系ごみに含まれる資源化可能物の割合にほとんど
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変化が見られないことから、ライフスタイルの見直し等による発生抑制や生ごみの堆

肥化、集団回収活動の拡大などによるリサイクルを一層推進する。

ペットボトルについては、平成１１年度より拠点回収を開始し、拠点数を増やすな

ど収集量の増加に努めてきた。今後も拠点回収の拡充に取組み収集量の増加を図る。

その他プラスチック製容器包装ごみについては、市民・事業者・行政による協働体

制をさらに充実させ、将来的には廃棄物処理法に基づく基本方針に示された再生利用

量の目標値達成を目指して再資源化に向けた取り組みを検討する。しかし、これまで

焼却による減量化やプラスチック等を含む高カロリーのごみ質に対応した施設整備を

行ってきた経過があり、同時に廃棄物発電への熱利用に積極的に取組んできたことか

ら、当面はサーマルリサイクルを中心に有効利用を図る。

また、老朽化した第一工場の更新にあたっては、２工場体制を効率的に運営する観

点から、更新施設についても発電設備を設置し焼却熱の有効利用を行うなど、主力工

場である第二工場との整合を図る。更新施設稼動後は、速やかに既設第一工場の解体

を行う。

最終処分量の減量については、広域的な取り組みや焼却残渣の有効利用方法などに

ついて、環境への負荷、技術的・経済的な可能性、市の最終処分場の運営計画などを

総合的に検討し、大阪湾広域臨海環境整備センターでの埋立計画が終了する平成３３

年度までの適切な時期に一定の結論を出す。

一方、生活排水処理については、生活環境の改善を図る上で必要不可欠であり、海

や川などの公共用水域の水質保全や環境負荷軽減を積極的に図るため、今後も下水道

事業を推進していくものとし、一部の地域については合併処理浄化槽の整備を進めて

いく。

（４）広域化について

平成１１年策定の「大阪府ごみ処理広域化計画」により、大阪府は６つの広域ブロ

ックに区割りされ、本市は「北大阪ブロック」に位置付けされている。

今後の減量化・リサイクル等の見通しを踏まえた中で、将来的には北大阪ブロック

を基にした自治体との広域化も含めて検討して行く。

２ 循環型社会形成推進のための現状と目標

（１）一般廃棄物等の処理の現状

平成１９年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図１のとおりである。

総排出量は、集団回収量も含め１８０，１６７トンであり、再生利用される「総資源

化量」は３１，３１６トン、リサイクル率（＝(直接資源化量＋中間処理後の再生利用量
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＋集団回収量)/(ごみの総処理量＋集団回収量)）は１７．４％である。

中間処理による減量化量は１２３，４７３トンであり、集団回収量を除いた排出量の

おおむね８割が減量化されている。また、集団回収量を除いた排出量の１６．４％に

当たる２５，３７８トンが埋め立てられている。

なお、中間処理量のうち焼却量は１４９，２５５トンである。高槻クリーンセンタ

ー第二工場では、焼却した熱を回収し、隣接する余熱利用施設への温水供給を行って

おり、発電した余剰電力については電力会社へ売却している。また、第一工場では温

水利用を行っている。

中間処理を行った後の焼却残渣の最終処分については、高槻クリーンセンターに隣

接する本市の最終処分場と大阪湾広域臨海環境整備センターへ搬入し、最終処分を行

っている。

図１ 一般廃棄物の処理状況フロー（平成１９年度）

（２）生活排水の処理の現状

平成２２年度の生活排水の処理現状及びし尿・汚泥等の排出量は次のとおりである。

生活排水処理対象人口は、全体で 358,183 人であり、水洗化人口は 343,830 人、汚水

衛生処理率 96.0％である。

   し尿発生量は 10,863kℓ/年、浄化槽汚泥発生量は 6,541kℓ/年であり、処理・処分量

（＝収集・運搬量）は 17,404kℓ/年である。
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図２ 生活排水の処理状況フロー

（３）一般廃棄物等の処理の目標

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、

表１のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標

現状（割合
※1

） 目標（割合
※1

）

(平成19年度） (平成27年度）

事業系 総排出量 76,199 トン 68,062 トン ( -10.7 %)

1事業所当たりの排出量
※2 8.14 トン/事業所 7.61 トン/事業所 ( -6.5 %)

家庭系 総排出量 78,856 トン 75,712 トン ( -4.0 %)

1人当たりの排出量
※3 204 kg/人 191 kg/人 ( -6.4 %)

合 計 事業系家庭系排出量合計 155,055 トン 143,774 トン ( -7.3 %)

集団回収量
※4 25,112 トン ( 16.2 %) 30,939 トン ( 21.5 %)

直接資源化量 5,464 トン ( 3.5 %) 6,417 トン ( 4.5 %)

処理後再生利用量 740 トン ( 0.5 %) 1,242 トン ( 0.9 %)

総資源化量 31,316 トン ( 20.2 %) 38,598 トン ( 26.8 %)

熱 回 収 量 熱回収量（年間の発電電力量） 34,411 MWh 50,000 MWh

減 量 化 量 中間処理による減量化量 123,473 トン ( 79.6 %) 112,271 トン ( 78.1 %)

最 終 処 分量 埋立最終処分量 25,378 トン ( 16.4 %) 23,844 トン ( 16.6 %)
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- 5 -

※１ 排出量は現状（平成 19 年度分）に対する割合、その他は排出量に対する割合

※２ （1 事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／（事業所数）

※３ （1人当たりの排出量）＝｛（家庭系ごみの総排出量）－（家庭系ごみの資源ごみ量）｝／（人口）

※４ 集団回収量：集団回収及びコンポスト、多量排出事業者減量指導強化、資源共同回収システムの形成、小

学校等生ごみ堆肥化、公共施設古紙回収等を含む量

※５ 参考として、別添資料２に一般廃棄物の現状と目標のトレンドグラフを添付する。

≪指標の定義≫

排 出 量：出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕

熱回収 量：熱回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕

減量化 量：中間処理量と処理後の残さ量の差〔単位：トン〕

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕

図３ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（平成 27 年度）
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（４）生活排水処理の目標

生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、公共下水道の整備とともに

浄化槽市町村整備推進事業による合併処理浄化槽の整備を進めていくものとする。

表２ 生活排水処理に関する現状と目標

平成 22 年度実績 平成 27 年度目標

公共下水道 341,642 人（95.4%） 352,211 人（98.3%）

農業集落排水施設等 0 人（ 0.0%） 0 人（ 0.0%）

合併処理浄化槽等 2,188 人（ 0.6%） 1,319 人（ 0.4%）

未処理人口 14,353 人（ 4.0%） 4,653 人（ 1.3%）

処
理
形
態
別
人
口

合 計 358,183 人 358,183 人

汲み取りし尿量 6,541 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 3,522 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

浄化槽汚泥量 10,863 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 2,254 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

し
尿
・
汚
泥
の
量合 計 17,404 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 5,776 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

３ 施策の内容

（１）発生抑制、再使用の推進

ア 有料化

現在、事業系一般廃棄物については従量制により処理手数料を徴収しているが、

今後はごみ減量の動向や見直しを進めている近隣市の負担状況との均衡などを勘案

しながら、料金改定や減免措置の段階的解消について、審議会を設置し検討する。

また、家庭系のごみ袋有料化については、ごみ減量のための各種施策を実施し、

減量目標値への達成状況などを踏まえた上で、周辺の都市の有料化の導入状況等を

勘案しながら、有料化の導入について検討していく。

イ 環境教育、普及啓発、助成

広報・チラシや自治会等に対して説明会を実施するなどし、分別収集の徹底を図

るほか、小学４年生を対象に授業の一環としての施設見学や、ごみ減量化及びリサ

イクルの推進が学習できる冊子を配布するなどの環境教育に今後も更に取り組んで
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いく。

また、集団回収の育成を図るため、集団回収制度の広報の充実や、平成１３年度

より奨励金制度を創設し、その後、実態に応じて平成１６年度及び平成２０年度に

制度改正を行ってきた。今後は、更に集団回収の充実に向け、奨励金制度の拡充な

どを進めていく。

ウ マイバッグ運動・レジ袋対策

マイバックの配布やレジ袋の有料化など、市内で既に取組んでいる事業者の取組

方法等の調査・研究を行うとともに、レジ袋の有料化等の協定やマイバッグ運動に

よりレジ袋の削減を図る。

市民・事業者・行政が協力してノーレジ袋デーの普及啓発活動を推進する。

エ 事業系一般廃棄物の減量化対策

平成６年度に条例により市内の事業所の内、事業規模の大きい事業所を対象に、

多量排出事業所として減量計画等の提出を求め、排出量の抑制やリサイクルの取組

を推進してきた。

平成１７年度に対象事業所の拡大を図り取組を広げてきたが、今後も状況にあわ

せて適宜対象を拡大し、排出者責任に基づく自主的なごみの減量化・資源化につい

て指導を行っていく。

オ 生活排水対策

家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、次の啓発活動の強化を図る。

・ 広報活動の実施

・ 廃油ポット、三角コーナーネット、拭取紙等の排出抑制用品の普及

・ 無リン洗剤、せっけんの使用

・ 合併処理浄化槽整備の推進

（２）処理体制

ア 家庭系一般廃棄物の処理体制の現状と今後

家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後は表３に示すとおりである。

循環型社会の構築に向けて、ごみの分別収集を実施しており、可燃ごみ、大型可燃

ごみ、不燃ごみ、リサイクルごみ（空きビン・空き缶等）、ペットボトルの５区分と

なっている。また、古紙類等を対象に集団回収が行われている。

分別区分の変更を行った場合や引越ししてきた市民に対して「家庭ごみの分け

方・出し方」というパンフレットを配布するとともに、自治会を対象とした説明会
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の実施や、希望するグループへの出前講座等を通じて、今後も分別区分や排出ルー

ルを市民にわかりやすく伝える。また、資源化については、現在行っているリサイ

クルごみのステーションでの分別収集や奨励金制度の拡充による集団回収活動の促

進を図るとともに容器包装リサイクル法に基づく取り組みについても検討を行う。

なお、可燃ごみについては、更新施設においても熱回収を行う。

イ 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後

今後とも、家庭ごみの分別区分に準じて、受入れ・処分を行う。

平成６年度より条例化した多量排出事業所に対する減量指導体制を強化するとと

もに、現在７４の対象事業所を将来は１００ヶ所程度までの拡大を図る。

排出者によるごみの自己管理の徹底と分別排出を促進し、中小の事業者には事業

者向けの集団回収にあたる資源共同回収システムを構築するなどごみ減量化の取組

を促進する。また、搬入受け入れ体制を充実し、監視・検査及び指導の徹底を図る

とともに、審議会の設置により事業系一般廃棄物の料金改定や減免措置の段階的解

消を検討していく。

その他に、公共施設において率先してごみ減量化・リサイクルに取組む。

ウ 生活排水処理の現状と今後

生活排水の処理については、公共下水道や特定環境保全公共下水道が整備されな

い人口散在地域等で、浄化槽市町村整備推進事業を進めていく。

また、現在、し尿・浄化槽汚泥については、し尿希釈施設である高槻クリーンセ

ンター分室において下水道へ希釈放流を行い、大阪府中央水みらいセンターで下水

汚泥と一体のものとして脱水処理した後、焼却炉にて焼却する過程において下水道

資源の再生利用を進めている。今後も更なる地域環境を考慮した省エネルギー・リ

サイクル社会の実現に向け取組む。

エ 今後の処理体制の要点

◇可燃性廃棄物として焼却される廃棄物については、高効率の熱回収（発電・余熱

利用）を行う。

◇事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者に対し、減量指導体制を強化するとと

もに、対象事業所の拡大を図る。また、資源共同回収システムの構築（事業所に

よる集団回収）を図ることにより事業系一般廃棄物の発生を抑制する。

◇下水道が整備されない人口散在地域等で、合併処理浄化槽の設置を進める。
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現
状

（
平
成
1
9
年
度
）

目
標

年
次

（
平
成
2
7年

度
）

処
理

施
設
等

一
次

処
理

二
次
処
理

可
燃

ご
み

6
5
,4
63

可
燃
ご
み

6
0
,0
87

大
型
可

燃
ご
み

4
,1
45

大
型

可
燃
ご
み

4
,4
88

不
燃

ご
み

破 砕

高
槻
ｸﾘ
ｰﾝ
ｾ
ﾝﾀ
ｰ

第
一
工
場

（
破
砕
設
備
)

残
渣

：
市
焼
却
施
設

3
,4
95

不
燃
ご
み

破 砕

選 別

破 砕

高
槻
ｸ
ﾘ
ｰﾝ
ｾﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称
)
更
新
施

設

(
前
処
理
設
備

)

鉄
分
：
売
却

残
渣
：
(
仮
称
)
更
新
施
設

4
,1
41

空
き
ビ
ン

(委
託

)

残
渣
：
埋
立
(
ﾌ
ｪﾆ
ｯｸ
ｽ
)

2
,4
40

空
き
ビ
ン

(
委

託
)

残
渣
：
埋
立
(
ﾌｪ
ﾆ
ｯｸ
ｽ)

2
,5
16

空
き
缶
・

台
所
用
品

空
き
缶
・

台
所
用
品

古
布

古
布

古
紙

古
紙

ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル

(拠
点

回
収
)

高
槻
ｸﾘ
ｰﾝ
ｾ
ﾝﾀ
ｰ

ﾍ
ﾟｯ
ﾄﾎ
ﾞ
ﾄﾙ
選
別
圧
縮
施

設
28
9

ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル

(拠
点
回
収
)

圧 縮
高
槻
ｸ
ﾘ
ｰﾝ
ｾﾝ
ﾀ
ｰ

ﾍﾟ
ｯ
ﾄﾎ
ﾞﾄ
ﾙ選

別
圧
縮
施
設

売
却

57
9

※
参

考
と

し
て

、
別

添
資

料
４

に
家

庭
系

ご
み

の
排

出
区

分
を

添
付

す
る

3
,9
01

処
理

方
法

処
理
施
設

等

( 熱 回 収 )

焼 却

リ サ イ ク ル ご み

リ サ イ ク ル処
理
方
法

3
,0
24

分
別

区
分

処
理
実
績

(
ト
ン
)

焼 却

表
３

家
庭
系
ご
み
の
分
別
区
分

と
処
理
方
法
の
現
状
と

今
後

処
理
量

（
ト
ン
)

高
槻
ｸﾘ
ｰﾝ
ｾ
ﾝﾀ
ｰ

第
一
工
場
・
第

二
工
場

（
焼

却
施
設
)

〈
焼

却
残
渣
〉

埋
立
(
ﾌｪ
ﾆｯ
ｸ
ｽ及

び

市
保
有
の
処

分
場
)

発 電

高
槻
ｸ
ﾘ
ｰﾝ
ｾﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称
)
更
新
施

設

(エ
ネ

ル
ギ
ー
回
収
推

進
施
設
)

第
二
工
場
（
焼

却
施
設
)

分
別
区
分

リ サ イ ク ル ご み

リ サ イ ク ル

(委
託

)

残
渣

：
市
焼
却
施
設

残
渣
：
焼
却

(高
槻

ｸﾘ
ｰﾝ
ｾﾝ
ﾀ
ｰ)

(
委

託
)

再 資 源 化
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（３）処理施設の整備

ア 廃棄物処理施設

上記（２）ア、イに示す処理を行うため、表４のとおり必要な施設整備を行う。

表４ 整備する処理施設

※別添資料３に現有処理施設の概要を添付（市町村別の現有施設名・種類、処理する廃棄物、処理能力、

所在地、竣工年度等、施設の概要について一覧表としたもの）

※解体工事を含む総事業期間は、H26～H32 である。H27 からは、第２期計画で整理する。

（整備理由）

事業番号１ 既存焼却施設の老朽化、エネルギーの高効率回収・有効利用の促進

イ 合併浄化槽の整備

合併浄化槽の整備については、表５のとおり行う。

表５ 合併処理浄化槽への移行計画

事業番号 整備施設種類 事 業 名 処理能力 設置予定地 事業期間

1 エネルギー回収推進施設 （仮称）更新施設整備事業 150t/日 高槻市前島3-8-1 H26

事業番号 事業名
直近の整備済
基数（基）

（平成22年度）

整備計画
基数

（基）

整備計画
人口

（人）
事業期間

2 浄化槽市町村整備推進事業 0 130 412 H24～H26
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（４）施設整備に関する計画支援事業

上記（３）アの施設整備を行うため、表６のとおり計画支援事業を行う。

表６ 実施する計画支援事業

※ 契約支援業務とは、アドバイザリー業務のことであり、要求水準書等の作成において、現地測量調査

を含む。

（５）その他の施策

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。

ア リユースの推進

酒類販売等事業共同組合と連携し、リターナブルびんの普及啓発を行うとともに、

回収の推進を図る。また、フリーマケットを開催し、ごみを出さないライフスタイ

ルの定着を図る。

イ 不法投棄対策

防護柵の設置要請など、不法投棄されにくい環境の整備や不法投棄多発地点のパ

トロール充実など市民への啓発を進めるとともに、地域、警察、道路管理者等との

連係による監視体制を強化する。

ウ 災害時の廃棄物処理に関する事項

震災・水害等の災害時への対策については、相互応援・支援を行うため、中遠隔

地の自治体との応援体制を整備する。また、災害廃棄物処理計画の策定に向けて検

討を行う。

エ 廃家電のリサイクルに関する普及啓発

廃家電のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法に基づく適切な回収、

再商品化がなされるよう、関連団体や小売店等と協力して普及啓発を行う。

事業番号 事業名 事業内容 事業期間

31
エネルギー回収推進施設整備事業
（事業番号1）に係る計画支援事業

生活環境影響調査、契約支
援業務

H21～H22
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４ 計画のフォローアップと事後評価

（１）計画のフォローアップ

高槻市では、毎年計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に

応じて国及び大阪府と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを

行う。

（２）事後評価及び計画の見直し

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速や

かに計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるもの

とする。なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を

見直すものとする。
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1
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（
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付
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付
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様式３ 地域の循環型社会形成推進のための施策一覧（今後行う施策）

開

始

終

了

平成

20年度

平成

21年度

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

26年度

11 ごみの有料化

減量目標への達成状況など
を踏まえた上で、必要に応

じて有料化の導入を検討し
ていく。

高槻市 H20 H26

12
環境教育、普及啓発、助

成

広報・チラシ・説明会の実
施による分別収集の徹底、

施設見学などの啓発及び集
団回収の充実を図る。

高槻市 H20 H26

13
マイバッグ運動・レジ袋

対策

市民・事業者・行政の三者
によるレジ袋の削減、マイ
バッグ運動に取り組む。

高槻市 H20 H26

14
事業系一般廃棄物の減量

化対策

排出者に対して、自主的な

ごみの減量化・資源化につ
いて指導・要請を行う。

高槻市 H20 H26

21 家庭系一般廃棄物
現在行っている容器包装等
資源の分別収集や集団回収

活動の促進を図る。

高槻市 H20 H26

22 事業系一般廃棄物

多量排出事業所への減量指

導体制強化、資源共同回収
システムの構築、搬入受け

入れ体制の充実、公共施設
における率先行動の取り組

みを行う。

高槻市 H20 H26

1
エネルギー回収推進施設

の整備

エネルギー回収推進施設を

整備する。
高槻市 H26 H26 ○

2 浄化槽市町村整備事業
生活排水処理として合併処
理浄化槽整備を行う。

高槻市 H24 H26 ○

施設整備に
係る計画支

援に関する
もの

31
エネルギー回収推進施設

整備の計画支援

事業番号1の施設整備のため

に計画支援を行う。
高槻市 H21 H22 ○

関連

事業
1

41 リユースの推進

事業共同組合と連係し、リ
ターナブルびんの普及啓発

を行うとともに、回収の推
進を図る。

高槻市 H20 H26

42 不法投棄対策

防護策の設置要請、不法投
棄されにくい環境の整備、

不法投棄多発地点のパト
ロール、地域、警察、道路

管理者等との連携による監
視体制を強化する。

高槻市 H20 H26

43
災害時の廃棄物処理に関
する事項

相互応援・支援を行うた

め、中遠隔地の自治体との
応援体制を整備します。

高槻市 H20 H26

44
廃家電のリサイクルに関
する普及啓発

適切な回収、再商品化がな

されるよう、関連団体や小
売店等と協力して普及啓発
を行う。

高槻市 H20 H26

※１ 処理施設の整備に係る事業番号については、計画本文３（３）表３に示す事業番号及び様式２の事業番号と一致させること。

その他

実施

主体
施策種別

事業

番号
施策の名称等 施策の概要

処理体制の

構築、変更
に関するも

の

発生抑制、
再使用の推

進に関する
もの

処理施設の

整備に関す
るもの

事業計画

備考

事業期間
交付金

必要の
要否

事業実施に向けた検討

事業実施

事 業 実 施

マナーの指導、看板の設置

普及啓発・推進

事 業 実 施

建設工事

事 業 実 施

事 業 実 施

事 業 実 施

普及啓発・推進

事 業 実 施

周辺自治体との協力体制の構築
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【参考資料様式２】

施設概要（エネルギー回収推進施設系）

都道府県名 大阪府

（1）事業主体名 高槻市

（2）施設名称 （仮称）更新施設（熱回収施設）

（3）工期
平成２６年度～平成２６年度
（総工事期間 平成２６年度～平成３２年度）

（4）施設規模 処理能力 熱回収施設：１５０ｔ/日

（5）形式及び処理方式 熱回収施設：ストーカ方式

（6）余熱利用の計画
1.発電の有無 有 (発電効率 13.0％） ・ 無
2.熱回収の有無 有 (熱回収率 ％） ・ 無

（7）地域計画内の役割
既存焼却施設の老朽化、エネルギーの高効率回収・有効利用の
促進

（8）廃焼却施設解体工事
の有無

有 無

「灰溶融施設」を整備する場合

（9）スラグの利用計画

「高効率原燃料回収施設」を整備する場合

（10）発生ガス回収効率
及び発生ガス量

1.発生ガス回収効率 Nm3/ｔ

2.発生ガス量 Nm3/日

（11）回収ガスの利用計画

（1２）事業計画額 200,000千円 （総事業計画額 12,000,000千円）
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【参考資料様式５】

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 大阪府

(1) 事業主体名 高槻市

(2) 事業名称 浄化槽市町村整備推進事業

(3) 事業の実施目的及び内容 生活排水による公共用水域の水質汚濁防止と快適な生活環境の創造

を図ること。

(4) 事業期間 平成 24 年度～平成 26 年度

(5) 事業対象地域の要件
(1)ｱ(ｲ)．水質汚濁防止法第４条の２により指定された地域

(ｺ)．浄化槽による汚泥処理が経済的・効率的である地域

(6) 事業計画額 交付金対象事業費 148,980 千円

【浄化槽市町村整備推進事業の場合】

人槽区分
交付対象基数

（人分）

うち

単独撤去
基準額

対象経費

支出予定額

交付対象

事業費

５人槽 23 基（ 50 人分） 0 基 837 千円 30,498 千円 23,460 千円

６～ ７人槽 90 基（277 人分） 0 基 1,043 千円 132,660 千円 102,060 千円

８～１０人槽 17 基（ 85 人分） 0 基 1,375 千円 30,498 千円 23,460 千円

合 計 130 基（412 人分） 0 基 193,656 千円 148,980 千円

○ 事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較

市町村総人口 358,183 市町村世帯数 154,061

対象地域人口 608 対象地域世帯数 230

樫田地域
総建設費

１年当たり

建設費

１年当たり

維持管理費

１年当たり

コスト

集合処理で整備した場合 1,453,982 千円 30,878 千円 15,926 千円 46,804 千円

個別処理で処理した場合 310,003 千円 11,923 千円 18,697 千円 30,620 千円

川久保地区
総建設費

１年当たり

建設費

１年当たり

維持管理費

１年当たり

コスト

集合処理で整備した場合 329,575 千円 5,956 千円 1,657 千円 7,613 千円

個別処理で処理した場合 50,098 千円 1,926 千円 3,001 千円 4,927 千円

※別添資料として施設比較検討の積算内訳を添付した。（別添 7参照）
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【参考資料様式６】

計画支援概要

都道府県名 大阪府

（1）事業主体名 高槻市

（2）事業目的 （仮称）更新施設（熱回収施設）整備のため

（3）事業名称
エネルギー回収推進施設整備事業
（事業番号1） に係る計画支援事業

（4）事業期間 平成２１年度～平成２２年度

（5）事業概要 生活環境影響調査、契約支援業務

（6）事業計画額 85,607千円
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別添資料１ 対象地域図

大阪府

高槻市

高槻市

高槻クリーンセンター

・ 第一工場

・ 第二工場

・ 最終処分場

ＪＲ高槻駅

高槻市役所

●川久保地区

●二料地区

●出灰地区

●中畑地区

●田能地区

●杉生地区

（樫田地域）

高槻クリーンセンター分室
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計画地域内の施設の現況と予定

高槻クリーンセンター

現況施設

第二工場

現況施設

第一工場

予定施設

熱回収施設
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別添資料３ 現有施設の概要

■高槻クリーンセンター

所在地 高槻市前島三丁目８番１号

敷地面積 115,678.74ｍ2

ごみ焼却施設

第一工場 第二工場

公称能力 450 t/日 (150t/日×3基) 360 t/日 (180t/日×2基)

炉形式 全連続燃焼式、ストーカ式 全連続燃焼式、ストーカ式

電気集じん装置、洗浄集じん装置、 電気集じん装置、洗浄集じん装置、

活性炭吸着装置 脱硝装置

余熱利用 給湯、暖房、温水プール 給湯、冷暖房、発電、温水プール

灰処理 セメント固化 セメント固化

竣工年月 昭和55年6月 平成7年9月

破砕設備（第一工場併設）

処理能力 75 t/5h×1基

型式 横型回転式ハンマークラッシャー

選別設備 可燃分、鉄分

除塵設備 サイクロン、バグフィルター、排風機

竣工年月 昭和55年6月

ペットボトル選別圧縮施設

構造 鉄骨造 平屋建 152ｍ2

処理能力 300 kg/h×1基

竣工年月 平成11年6月

最終処分場

総面積 48,600ｍ2

埋立面積 40,190ｍ2

埋立容量 230,000ｍ3

供用開始 昭和61年6月

しゃ水工 有

浸出水処理 凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着＋キレート

終了予定 平成28年5月

■高槻クリーンセンター(分室)

所在地 高槻市唐崎西一丁目１７番１号

敷地面積 11,302.83ｍ2

し尿希釈施設

公称能力

処理方式

改修年月 平成16年3月

大気汚染
防止装置

84 kl／日

希釈放流式
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別添資料４ 家庭系ごみの排出区分

分類 収集日 ごみの分け方・出し方

可燃ごみ 毎週２回

生ごみ、資源化できない紙くず、くつした、ストッキング、かばん、くつ、はきもの

類などの皮革製品、トレイ、パック類（できる限りスーパーなどの回収箱の中へ）、

飲料用、シャンプー、リンス、洗剤などの小型のプラスチック製容器、ラップ類、竹

ぐし（必ず折り曲げて新聞紙で包む）、食用油（牛乳パックに新聞紙か布を入れて吸

わせ口をしばって出す）、紙オムツ（便をトイレに捨ててから袋に入れて出す）、小

型のプラスチック製容器、製品（カセットテープ・ビデオテープ・ＣＤ・プランター・

ポリバケツ等）

不燃ごみ 毎月１回

自転車（『ごみ』と張り紙をして出す）、耐熱ガラス、蛍光灯、電球、金魚などの水

槽、板ガラス、カガミ、ガラスコップ、化粧品のビン、せともの、筒型乾電池（単１、

単２などの筒型のもの）、包丁、カミソリ（中身がこぼれない容器に入れて『危険』

と表示して出す）、使い捨てカイロ、マットレス、可燃物と不燃物が混ざっているも

のは「不燃ごみ」

大型可燃

ごみ
毎月１回

木製のたんす、食器棚、プラスチック製などの衣装ケース、ふとん、じゅうたん、カ

ーペット、毛布、カーテン（できるだけ小さくたたんでひもでしばる）、大型の発泡

スチロール、街路樹などの落ち葉、せん定ごみ（木の枝は長さ５０センチメートル以

下に切ってひもでしばったもの３束以内。葉っぱ類は５袋以内）

古 紙
新聞紙、段ボール、雑誌、チラシ、紙箱（品目別にしばる）、

牛乳パック（洗って、切り開き乾かして出す）

古 布

シャツ、セーターなどの衣類、古着（ひもでしばって出す）、

収集日当日が雨のときは透明な袋に入れて出すか、次の収集日

に出す

あき缶

縦または横が３０センチメートル以下のあき缶類は、中身の見

える袋などに入れて出す、スプレー缶は中身を使いきり、火の

気のないところでガスを抜いてから出す

台所用品
アルミ、金属製の台所用品（ヤカン・ナベ類・フライパン・ボ

ール類・スプーン・フォーク等）

毎月２回

あきビン

ビンをすすぎ、あきビンだけを専用の回収箱の中に入れる。袋

入りは不可。（コーヒーポットなどの耐熱ガラス製品は「不燃

ごみ」の日に出す）

リサイクル

ごみ

店頭拠点

収集
ペットボトル

中を軽く水洗いし、キャップとラベルをとり、かさばらないよ

う踏みつぶしてから、スーパーマーケットな

どに置いてある回収箱へ出す

（「ＰＥＴ」と表示されたペットボトルのみ

回収します）
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別添資料５ 事業スケジュール

○ 工 程

① 更新施設の設計・建設。（破砕設備を一体整備。）

② 既存第一工場破砕設備の廃止・解体。

（理由）更新施設の建設予定地の一部が既存第一工場破砕設備にかかるため、更新施設

の建設工事の進捗に合わせて既存第一工場の破砕設備を廃止・解体する。

③ 更新施設完成後、既存第一工場を廃止。

④ 更新施設及び破砕設備稼動後、既存第一工場を解体。

○ 特 記

※ 既存破砕設備は既存第一工場に併設されている。

※ 既存破砕設備廃止後、更新施設の破砕設備稼働までの間は、仮設破砕機等により破

砕業務を行う予定。

※ 更新施設の破砕設備とは、本文９頁の表３中「（仮称）更新施設（前処理設備）」の

ことである。

26 27 28 29 30 31 32

試運転 稼動

稼動 廃止・解体

稼働 廃止・解体

第一工場

年度

更
新
施
設

エネルギー回収推進施設
（破砕設備一体整備）

設計・建設

試運転・稼動

項目

既
存
施
設

破砕設備
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別添資料７ 施設比較検討

川久保地区

項 目 数量 単位

人口 82 人

対象戸数 38 戸

4 箇所

5 人

87 人

計画 日平均 24 m3/日

汚水量 日最大 29 m3/日

自然流下 4,180 ｍ

管渠 圧送 145 ｍ

管路 延長 推進工 ｍ

施設 計 4,325 ｍ

ﾎﾟﾝプ ﾏﾝﾎｰﾙP 6 基

数 ﾕﾆｯﾄP 基

５人槽 4 基

７人槽 30 基

１０人槽 4 基

4 基

項 目 金額 単位 耐用年数 年当り費用

処理場建設費 - 千円 33 0 千円/年

集合 建設費 管渠建設費 276,775 千円 72 3,844 千円/年

処理 ポンプ建設費 52,800 千円 25 2,112 千円/年

建設費 合 計 329,575 千円 5,956 千円/年

処理場維持管理費 210 千円/年 ― 210 千円/年

維持 管渠維持管理費 247 千円/年 ― 247 千円/年

管理費 ポンプ維持管理費 1,200 千円/年 ― 1,200 千円/年

維持管理費 合計 1,657 千円/年 ― 1,657 千円/年

費用 合計 7,613 千円/年

項 目 金額 単位 耐用年数 年当り費用

５人槽 4,080 千円 26 157 千円/年

建設費 ７人槽 34,020 千円 26 1,308 千円/年

10人槽 5,520 千円 26 212 千円/年

公共施設・事業所等浄化槽 6,478 千円 26 249 千円/年

個別 建設費 合 計 50,098 千円 1,926 千円/年

処理 ５人槽 240 千円/年 ― 240 千円/年

維持 ７人槽 2,070 千円/年 ― 2,070 千円/年

管理費 10人槽 328 千円/年 ― 328 千円/年

公共施設・事業所等浄化槽 363 千円/年 ― 363 千円/年

維持管理費 合計 3,001 千円/年 ― 3,001 千円/年

費用 合計 4,927 千円/年

各戸
浄化槽

各戸
浄化槽

対象地区

の

諸元

個別処理の諸元 対象家屋

公共施設・事業所等

基本諸元

計画諸元

計画人口

集合処理の諸元

定住

公共施設・事業所等

流入人口

樫田地域

項 目 数量 単位

人口 526 人

対象戸数 192 戸

36 箇所

264 人

800 人

計画 日平均 218 m3/日

汚水量 日最大 266 m3/日

自然流下 13,288 ｍ

管渠 圧送 1,239 ｍ

管路 延長 推進工 0 ｍ

施設 計 14,527 ｍ

ﾎﾟﾝプ ﾏﾝﾎｰﾙP 20 基

数 ﾕﾆｯﾄP 0 基

５人槽 21 基

７人槽 158 基

１０人槽 13 基

36 基

項 目 金額 単位 耐用年数 年当り費用

処理場建設費 370,897 千円 33 11,240 千円/年

集合 建設費 管渠建設費 907,085 千円 72 12,598 千円/年

処理 ポンプ建設費 176,000 千円 25 7,040 千円/年

建設費 合 計 1,453,982 千円 30,878 千円/年

処理場維持管理費 11,097 千円/年 ― 11,097 千円/年

維持 管渠維持管理費 829 千円/年 ― 829 千円/年

管理費 ポンプ維持管理費 4,000 千円/年 ― 4,000 千円/年

維持管理費 合計 15,926 千円/年 ― 15,926 千円/年

費用 合計 46,804 千円/年

項 目 金額 単位 耐用年数 年当り費用

５人槽 21,420 千円 26 824 千円/年

建設費 ７人槽 179,172 千円 26 6,891 千円/年

10人槽 17,940 千円 26 690 千円/年

公共施設・事業所等浄化槽 91,471 千円 26 3,518 千円/年

個別 建設費 合 計 310,003 千円 11,923 千円/年

処理 ５人槽 1,260 千円/年 ― 1,260 千円/年

維持 ７人槽 10,902 千円/年 ― 10,902 千円/年

管理費 10人槽 1,066 千円/年 ― 1,066 千円/年

公共施設・事業所等浄化槽 5,469 千円/年 ― 5,469 千円/年

維持管理費 合計 18,697 千円/年 ― 18,697 千円/年

費用 合計 30,620 千円/年

定住

基本諸元
公共施設・事業所等

流入人口

計画諸元
計画人口

対象地区

の 集合処理の諸元

諸元

個別処理の諸元 対象家屋

公共施設・事業所等

各戸
浄化槽

各戸
浄化槽


